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記 者 発 表 資 料

現在、相武国道事務所では地震・大雨・大雪等により所管施設等が被災した場合に、迅速
な情報収集、被災施設の復旧及び被害拡大の防止を図るため、災害応急対策業務に関する
協定を近隣の企業と締結し、災害に備えております。

このたび現協定の満了に伴い、引き続き防災力の強化を図るため、当事務所の災害応急対
策業務に協力する意欲を持ち技術力のある企業を募集した上で、新たな協定を締結し、災害
の発生に備えて行きたいと考えております。

なお、本協定の締結者は、関東地方整備局が実施する総合評価落札方式の競争入札にお
いて、企業の技術力で「地域貢献度（災害協定等の有無）」の項目に加算評価されます。

災害時の応急対策に協力して頂ける企業を募集します。
－災害時における災害応急対策業務に関する協定－

災害協定に基づく活動状況（平成26年2月大雪）

受付期間：平成２８年５月２３日（月）～平成２８年６月２３日(木)
詳細は、下記ホームページに掲載します。
相武国道事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/
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【協定名】
「災害応急対策業務に関する協定」（道路構造物関連）
「災害応急対策業務に関する協定」（電気・機械設備関連）

【業務内容】
（道路構造物関連）

①緊急点検（パトロール）・・・損傷箇所等被害の把握と報告 等
②緊急措置・・・道路利用者の安全確保のためバリケード等の設置 等
③道路啓開・・・緊急車両の通行確保を図るため障害物除去 等
④応急復旧・・・緊急輸送道路の機能を確保するための状況に応じた復旧 等
⑤除雪作業・・・車道及び歩道の除雪
⑥凍結防止剤の散布

（電気・機械設備関連）
①緊急点検・・・被災した設備の損傷箇所等被害の把握と報告 等
②緊急措置・・・道路利用者の安全確保を図るため、被災した設備に関係する危険箇所にバリケー

ド等の設置 等
③応急復旧・・・被災した設備の機能回復に必要な応急復旧作業 等

【協定区間】
（道路構造物関連）

・相武国道事務所が管理する国道１６、２０号（BP含）のうち概ね５～１０ｋｍ
（電気・機械設備関連）

・相武国道事務所が管理する電気・機械設備のうち指示するもの

【応募資格（概要）】
（道路構造物関連）

・関東地方整備局の平成２７･２８年度入札参加資格業者のうち「一般土木工事」、「維持修繕工事」、
「アスファルト舗装工事」のいずれかに認定されているもの。

・東京都内又は神奈川県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
・平成１３年４月１日以降に、東京都内または神奈川県内で元請として、「一般土木工事」、「維持修

繕工事」、「アスファルト舗装工事」のいずれかの施工実績（２，５００万円以上）を有すること。
（電気・機械設備関連）

・関東地方整備局の平成２７･２８年度入札参加資格業者のうち「電気設備工事」、「機械設備工事
「通信設備工事」、「受変電設備工事」のいずれかに認定されているもの。

・東京都内又は神奈川、埼玉、山梨県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
・平成１３年４月１日以降に、東京都内または神奈川県内で元請として、 「電気設備工事」、「機械

設備工事」、「通信設備工事」、「受変電設備工事」 のいずれかの施工実績（２，５００万円以上）
を有すること。

【協定期間】
平成２８年９月１日～平成３１年８月３１日 迄

【スケジュール】
応募期間 ： 平成２８年５月２３日（月）～平成２８年６月２３日(木) 
協定締結者通知 ： 平成２８年７月下旬を予定

【公募手続き資料】
下記の相武国道事務所ホームページアドレスからダウンロードができます。

http://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/06busine_r/busine_o/disaster_h28/index.htm

協定及び公募の概要


